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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 

業務実績の評価に関する基本的な考え方 

 
１ 評価の目的  

(1) 評価により、大学の継続的な質的向上を促進すること 

(2) 評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと 

 

２ 基本方針 

(1) 評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、法人の継続的な 

質的向上に資するものとする。 

(2) 評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全体に 

ついて総合的に行う。 

(3) 評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会への 

説明責任を果たすものとする。 

(4) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・中 

 期計画の検討に資するものとする。 

(5) 評価にかかる業務が法人の過度の負担とならないように留意する。 

(6) 評価の仕組みについては、必要に応じて工夫・改善を行う。 

 

３ 評価事項 

地方独立行政法人法（以下「法」という。）に規定する以下の評価を実施する。 

ア 法第28条に基づく各事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下「年度 

評価」という。） 

イ 法第30条に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価（以下「中期目 

標期間評価」という。） 

 

４ 評価方法 

○評価は、法人の自己点検・評価に基づいて行うことを基本とする。なお、法 

第79条の規定に基づき、中期目標期間における評価は、認証評価機関（公益 

財団法人日本高等教育評価機構）の評価を踏まえることとする。 

○年度評価及び中期目標期間評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行 

う。 

・項目別評価 

中期目標・中期計画に定められた各項目の進捗状況または達成状況を確 

認し、評価を行う。 

・全体評価 

項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目標・中期計画の進捗状況また 

は達成状況の全体について総合的に評価を行う。 

○評価の透明性・正確性を確保するために、評価結果を決定する前にその結 

果を法人に示して、意見の申立ての機会を設ける。 

○年度評価及び中期目標期間評価の具体的な方法については、別途定める。 

参考資料１ 
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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 

各事業年度の業務実績評価実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、地方独立行政法人法第 28 条の規定及び当該規定に基づき定めら 

れた市規則（山陽小野田市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関す 

る規則）に基づき、山陽小野田市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」 

という。）が行う公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「法人」 

という。）の各事業年度の業務実績に関する評価（以下「年度評価」という。）及 

び、中期目標に係る業務の実績に関する評価（以下「中期目標期間評価」という。） 

を適切に行うため、評価の実施に関して必要な事項を定めるものである。 

 

２ 評価の目的 

年度評価は、法人の業務運営の自主的かつ継続的な見直し・改善を促し、法 

人の業務の質的向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資することを目的と 

して行う。 

 

３ 評価の基本方針 

年度評価は、法人の中期目標の達成に向けた中期計画の進捗状況を確認する 

観点から行い、評価に当たっては、法人の自己点検をもとにし、総合的かつ効率 

的に行うこととする。 

なお、評価の際は、法人の教育研究の特性や業務運営の自主性・自律性に配慮 

するとともに、評価を通じて、法人の中期目標の達成に向けた取組状況を市民に 

分かりやすく示すよう努めるものとする。 

 

４ 年度評価の実施時期 

年度評価は、当該事業年度終了後、概ね５ヶ月以内に実施するものとする。 

 

５ 年度評価の実施方法 

(1) 評価手法 

年度評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、法人がその業 

務実績に基づいて行う自己評価結果を踏まえ、項目別に評価のうえ、中期計 

画の進捗状況について総合的な評価（全体評価）を行う。 

 

(2) 評価項目 

評価項目については、別表１のとおりとする。 

 

参考資料２ 
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(3) 評価基準 

評価にあたっては、別表２の取扱いを基本に、取組状況や計画の難易度、外 

的要因等、それぞれの状況を総合的に勘案して評価するものとする。 

 

(4) 評価の手順 

① 項目別評価 

ア 法人による実績報告・自己評価 

法人は、年度計画記載事項ごと（事業単位）及び評価指標ごと（指標単 

位）の業務実績（年度計画における各事業の実施状況及び事業の成果に関 

する指標の達成度）を取りまとめ、(3)に定める評価基準に沿って自己評 

価を行ったうえ、業務実績報告書を作成し、評価の実施時期の属する年度 

の６月末日までに評価委員会に提出する。 

 

イ 評価委員会による検証・評価 

（ア）法人の自己評価結果の検証・評価 

評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書について、法 

人関係者からのヒアリング等によって検証のうえ、事業単位及び指 

標単位で(3)に定める評価基準に沿って評価する。 

なお、評価委員会は、検証・評価を行ううえで必要がある場合、法 

人に対して資料の追加提出を求めることができるものとする。 

（イ）大項目別評価 

評価委員会は、事業単位及び指標単位評価の結果を踏まえ、別表１ 

に定める大項目ごとに、(3)に定める評価基準に沿って、中期計画の 

進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

② 全体評価  

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標の達成に向けた中期 

計画全体の進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

 

(5) 評価書の作成 

① 評価書原案の作成及び法人からの意見の聴取 

評価委員会は、評価の透明性・正確性を確保するため、(4)に定める手順 

によって評価した結果をとりまとめ、評価書原案を作成し、法人に提示する。 

法人は、評価書原案に対する意見を書面により評価委員会に申し出るもの 

とする。 

 

② 評価書の確定 

評価委員会は、評価書原案に対する法人からの意見を踏まえ、必要に応じ 
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て法人関係者の説明を受けた後、当該意見の適否を審議し、当該案に修正を 

加える等により評価書を確定する。 

 

６  評価結果の取扱い 

(1) 評価結果の通知及び公表 

評価委員会は、評価書を作成したときは、遅滞なく当該評価書を法人及び 

山陽小野田市長に送付するとともに、山陽小野田市ホームページ等で公表す 

る。 

 

(2) 評価結果の活用・反映 

法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直しまたは改善に活用・反映させ 

ていくものとする。 

なお、評価委員会は、評価に際して、過去の評価結果が法人の業務運営に活 

用・反映されているか確認するものとする。 

 

(3) 個人情報の取扱い 

評価の実施に当たっては、山陽小野田市情報公開条例、山陽小野田市個人 

情報保護条例等法令の規定を踏まえ、個人に関する情報その他の情報の取扱 

いに留意する。 

 

７ 評価方法の継続的な見直し 

この要領については、年度評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直す 

ものとする。 

 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、評価委員会が別 

に定める。 

 

  



35 

別表１：年度評価における評価項目 

 

評価区分 評価の対象、内容等 

項目別

評価 

事業単位

評価 
年度計画のⅠからⅥの最小項目として記載されている各事項の 

達成状況 

※ ⅦからⅪに係る実績については、全体評価の際に参考情報と 

して用いる。 

指標単位

評価 
年度計画の各数値目標の達成状況 

大項目別

評価 
事業単位評価及び指標単位評価を踏まえた、中期計画における６ 

つの大項目（１５区分）ごとの進捗状況 

 

Ⅰ．教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措 

  置 

 1 教育に関する目標を達成するための措置 

 2 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 3 研究に関する目標を達成するための措置 

Ⅱ．地域社会との連携、地域貢献に関する目標を達成する 

ための措置 

Ⅲ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する 

ための措置 

 1 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

 2 
教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための

措置 

 3 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

 4 
事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための

措置 

Ⅳ．財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 1 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 2 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 3 
資産の管理及び運用に関する目標を達成するための措

置 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に 

関する目標を達成するための措置 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための 

措置 

 1 
施設設備の整備、活用等に関する目標を達成するための

措置 

 2 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

 3 
法令遵守及び危機管理に関する目標を達成するための

措置 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の進捗状況 
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別表２：年度評価における評価基準 

 

評価区分 評定 標語 評価の目安 

項
目
別
評
価 

事業単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る  上回るもしくは十分な実施 

ｂ 年度計画を概ね実施 実施 

ｃ 年度計画を十分に実施せず  下回るもしくは実施が不十分 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 特に劣るもしくは実施せず 

指標単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る 達成率 100%以上 

ｂ 年度計画を概ね実施 達成率 80%以上 100%未満 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 達成率 60%以上 80%未満 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 60%未満 

大項目別 

評価 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

大項目別（１５区分）に、中期

計画の進捗状況について、事

業単位評価及び指標単位評価

から総合的に勘案し、評価 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

Ｃ 
中期計画の進捗はやや遅れ

ている 

Ｄ 
中期計画の進捗は遅れてい

る 

全体評価 

中期計画の進捗は順調 

中期計画全体の進捗状況につ

いて、項目別評価から総合的

に勘案し、評価 

中期計画の進捗は概ね順調 

中期計画の進捗はやや遅れている 

中期計画の進捗は遅れている 
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【用語の解説】 

 

●学位授与の方針（ディプロマポリシー） 〔P.14 ①〕 

  学位授与に関する基本的な考え方について、各大学等が、その独自性並びに 

特色を踏まえ、まとめたもの。この方針において、大学卒業（大学院修了）生 

に身に付けさせるべき能力に関する大学の考えを示すことにより、受験者が大 

学を選択する際や、企業等が大学卒業（大学院修了）生を採用する際の参考と 

なる。機構の認証評価では、同方針について明確に定め、それに照らして、成 

績評価や単位認定、卒業認定が適切に実施され有効なものとなっているかを評 

価する。 

 

●教育課程の編成方針（カリキュラムポリシー） 〔P.14 ①〕 

  教育課程の編成及び実施方法に関する基本的な考え方をまとめたもの。この 

方針の策定に当たっては、教育課程の体系化、単位の実質化、教育方法の改善、 

成績評価の厳格化等について留意することが必要である。機構の認証評価では、 

同方針について明確に定め、それに基づいて教育課程が体系的に編成され、そ 

の内容、水準が授与される学位名において適切であるかどうかを評価する。 

 

●アクティブ・ラーニング 〔P.14 ②〕 

  教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への 

参加を取り入れた教授・学習法の総称 

 

●ＦＤ（Faculty Development）活動 〔P.15 №7〕 

  教員が授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の総称。 

大学設置基準第 25 条の３においてその活動が義務化されており、具体的な例 

としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新 

任教員のための研修会の開催等を挙げることができる。 

 

●入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー） 〔P.15 №9〕 

  各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を 

行い、また、どのような能力や適性等を有する学生を求めているのかなどの考 

え方をまとめたもの。 

 

 

 

 

参考資料３ 
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●キャリア支援 〔P.17 (2)〕 

  学生が自己の能力や適性、志望に応じて卒後の進路を主体的に選択し、社会 

的、職業的な自立を図るために必要な能力を培うために整備された大学内の支 

援体制。支援は教育課程やガイダンスの実施、就職に関する情報の収集・提供 

等を通じて行われる。 

 

●ＳＤ（Stuff Development）活動 〔P.24 №47〕 

  大学等の管理運営組織が、目的・目標の達成に向けて十分機能するよう、管 

理運営や教育・研究支援に関わる事務職員・技術職員又はその支援組織の資質 

向上のために実施される研修などの取組みの総称。平成 29 年４月から、大学 

設置基準においてもＳＤ活動が義務化されている。 

 

●他の教育機関等の連携（大学間の連携） 〔P.25 (5)〕 

  設置形態の枠組みを超えた高等教育機関間（地域を含む）の連携協力による 

教育・研究・社会貢献機能の充実・強化を行う取組を指す。 

 

●自己点検、評価 〔P.28 Ⅴ〕 

  大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について点検し、 

優れている点や改善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、そ 

の結果を踏まえて改善向上を行っていくという質保証の仕組み。学校教育法第 

109 条において、その活動が義務化されており、高等教育の質保証は一義的に 

大学等自らが主体的に行うものととう点が示されている。 

 

●認証評価機関 〔P.28 №72〕 

  認証評価を実施する機関として文部科学大臣の認証を受けた評価機関。機関 

が文部科学大臣の認証を受けるためには、その評価基準、評価方法、実施体制 

などが文部科学大臣の定める認証基準に適合すると認められる必要がある。 

 

 

 

 

 

出典参考：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

「高等教育に関する質保証関係用語集」 


